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広域化等支援方針の策定について 

 

 

 

平成２２年５月１９日付けで公布、施行された医療保険制度の安定的運営を図

るための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第３５号）に

よる改正後の国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第６８条の２第１項

において、都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財

政の安定化を推進するための市町村に対する支援の方針（以下「広域化等支援方

針」という。）を定めることができるとされたところである。 

この広域化等支援方針の策定にあたり、その検討に資するよう、広域化等支援

方針策定要領を別添のとおり定めたので参考とされたい。 

 

 


